多職種が専門性を発揮して病棟において協働する体制（看護・多職種協働加算）における理学療法士の専門性を踏まえた役割について（手持ち資料）病院長・看護部等ご説明　手持ち参考資料例


～病棟における療法士業務の位置づけと運用に関する整理について～

現在、病棟における看護職員の人材不足を背景として、理学療法士に対し、恒常的に介護・生活援助業務を依頼するケースが一部で見受けられます。
　現場のご苦労は十分に理解しておりますが、法制度・専門性・医療安全の観点から、いくつか確認・整理しておくべき重要な点がありますので、共有させていただきます。

1．法制度の観点からの整理
理学療法士は、理学療法士法において「診療の補助」を専門業務とする医療職であり、その業務は医師の指示・監督のもとで行う相対的医行為として位置づけられています。
一方で、
· 食事介助
· 排泄介助
· 恒常的な移動・身の回りの世話
といった日常的・継続的な介護や生活援助業務は、理学療法士法上の専門業務には含まれていません。
　これらは相対的医行為には該当せず、制度上は療法士の専門業務外となります。

2．専門性の観点からの整理
理学療法士の専門性は、主として以下にあります。
· 身体機能・動作能力の評価
· リハビリテーション計画の立案
· 運動療法・物理療法
· 機能回復・活動能力向上への支援
· 患者・他職種への助言・指導・教育・関与
これらは、患者の回復や自立を目的とした治療です。
恒常的に介護・生活援助業務を担う運用が続くと、
· 理学療法士が本来の専門業務に十分な時間を割けなくなる
· リハビリテーション医療の質が低下する
· 専門性を発揮できないことによる職員の疲弊・離職リスクが高まる
といった影響が懸念されます。

3．病棟における正当な専門業務　― トランスファー・パッケージの考え方 ―
理学療法士が病棟で関与すること自体を否定するものではありません。むしろ、病棟でこそ発揮される専門業務があります。それは、トランスファー・パッケージです。訓練室で獲得した能力を、病棟の日常生活場面に般化・定着させるための体系的・専門的な治療的関与を指します。
具体的には、
· 立ち上がり、移動、歩行などを病棟生活の中で実践・調整する
· ADL向上を目的に獲得した動作の拡大と指導
· 運動量・活動量の増加
· 環境設定や介助方法について看護職員等と共有・助言する
これらは、恒常的な介護・生活支援ではなく、療法士の専門性に基づく相対的医行為であり、患者の安全確保、早期自立、ADL向上に直結する重要な医療行為です。

4．医療安全と責任の所在
相対的医行為は、医師の指示の下で実施されるため、
· 行為の位置づけ
· 責任の所在
が明確です。
一方、恒常的な介護業務を療法士が担う運用が常態化すると、
· 事故発生時の責任区分が不明確になる
· 医療安全上のリスクが高まる
という問題が生じかねません。
これは、個人の善意や現場努力では解決できない、組織としてのリスク管理の課題です。

5．まとめ：現場運用における基本的な考え方
1. 恒常的な介護・生活援助業務は、理学療法士の専門業務ではない
2. 病棟でのトランスファー・パッケージは、専門性に基づく正当な業務として位置づける
3. 業務分担を整理し、各職種が専門性を最大限発揮できる体制を整える
4. 医療安全と責任の所在を明確にし、恒常化・慣習化は避ける

理学療法士が専門性を発揮できる環境を守ることは、患者さんの安全と自立支援を高めるだけでなく、病院全体の医療の質を守ることにつながります。
もし、理学療法士に対して恒常的な介護業務を依頼する必要が生じる場合には、現場判断ではなく、必ず部門管理者を通じて協議させていただければと思います。
本件について、皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。


口頭説明例：3分説明版（管理者向け）


本日は、病棟における理学療法士業務の位置づけについて、簡潔に整理して共有させていただきます。
現在、看護職員の人材不足を背景に、理学療法士へ恒常的な介護・生活援助業務を依頼するケースが一部で見られます。現場の大変さは十分理解していますが、法制度・専門性・医療安全の観点から整理が必要と考えています。
まず法制度の観点です。
理学療法士は、理学療法士法により「診療の補助」を専門業務とする医療職で、医師の指示の下で行う相対的医行為が業務の基本です。一方、恒常的な食事介助や排泄介助などの介護業務は、制度上は専門業務外となります。
次に専門性です。
理学療法士の専門性は、評価、治療計画、目標設定、運動療法、物理療法、機能回復、生活動作の改善支援にあります。恒常的に介護業務を担うと、本来業務に十分な時間を割けず、リハビリテーション医療の質低下や人材流出につながる恐れがあります。
一方で、理学療法士が病棟で果たすべき重要な役割があります。それがトランスファー・パッケージです。訓練室で獲得した動作能力を、病棟の日常生活に定着させるための専門的関与であり、これは介護ではなく、療法士の専門性に基づく正当な医療行為です。
最後に医療安全です。
相対的医行為は責任の所在が明確ですが、介護業務が恒常化すると、事故時の責任が曖昧になり、リスクが高まります。

まとめますと、
· 恒常的な介護・生活援助業務は理学療法士の専門外
· トランスファー・パッケージは専門業務として積極的に位置づける
· 職種ごとの役割を整理し、医療安全と質を守る
という考え方です。

恒常的な介護業務の依頼が必要な場合は、必ず管理者間で協議する運用をお願いしたい
と思います。


理学療法士及び作業療法士法（抄）法令条文抜粋資料（理学療法士法・医療法）


第2条（業務）
理学療法士は、医師の指示の下に、理学療法を行うことを業とする。
【管理上の解釈ポイント】
· 「医師の指示の下に」＝診療の補助
· 業務は理学療法に限定される
· 介護・生活援助を恒常的に担う規定は存在しない

第15条（名称独占）
理学療法士でない者は、理学療法士の名称を用いてはならない。
【補足】
· 理学療法は資格者のみが担う医療行為
· 医療行為の枠外業務への恒常的従事は、制度趣旨と齟齬をきたす

医療法（抄）
第1条の2（医療の理念）
医療は、生命の尊重と個人の尊厳の保持を旨とし、その専門性に基づき適切に行われなければならない。
【管理上の解釈ポイント】
· 職種ごとの専門性を前提とした役割分担が求められる
· 専門性を逸脱した恒常的業務配置は理念に反する

第6条の10（医療安全管理体制）
病院は、医療安全を確保するための体制を整備しなければならない。
【補足】
· 業務範囲が不明確な運用は医療安全管理上のリスク
· 事故時、管理責任が問われる可能性が高い

【法令整理の要点】
· 理学療法士の業務は「医師指示下の理学療法」に限定
· 恒常的介護業務は法制度上の専門業務外
· 管理者は「恒常化」を防止する責任を負う


理学療法士への病棟業務依頼フロー（案）院内ルール案（理学療法士への業務依頼フロー例）



【原則】
· 理学療法士への依頼は「相対的医行為（専門業務）」に該当するかで判断する。

【ステップ1】業務内容の確認
以下に該当するかを確認する。
✔ 専門業務（依頼可）
· 動作評価・再評価・目標設定
· 立ち上がり・移動・歩行等の実践指導
· ADL動作の方法指導
· 環境調整・介助方法の助言
· トランスファー・パッケージに基づく治療的関与
✖ 専門外業務（恒常依頼不可）
· 食事・排泄・清潔ケアの恒常的実施
· 人員不足を理由とした代替配置
· 業務時間の大半を占める介護業務

【ステップ2】医師指示の確認
· 専門業務は医師指示の範囲内で実施
· 指示内容はカルテ等で確認可能な形とする

【ステップ3】例外的対応が必要な場合
· 一時的・緊急的対応は可
· 恒常化が想定される場合は必ず管理者協議

【ステップ4】管理者協議
· 病棟師長
· リハビリテーション部門管理者
· 必要に応じて看護部長・病院管理者
→ 協議内容・判断を記録

【運用上の注意】
· 「慣れているから」「人が足りないから」は理由にならない
· 善意による恒常対応が、結果として管理責任問題になる


（院内通知）院内通知文例（病院長名）



令和〇年〇月〇日

各部門長
各病棟師長　各位

病院長　〇〇 〇〇

病棟における理学療法士業務の適正な運用について

日頃より、本院の診療・看護・リハビリテーション医療にご尽力いただき、感謝申し上げます。
さて、近年の人材配置状況等を背景に、病棟において理学療法士が、恒常的に介護・生活援助業務を担う事例が一部で見受けられます。
理学療法士の業務は、理学療法士及び作業療法士法に基づき、医師の指示の下で行う理学療法（診療の補助）であり、恒常的な介護・生活援助業務は、制度上の専門業務には含まれません。
一方で、病棟におけるトランスファー・パッケージ（訓練で獲得した能力を日常生活に定着させる専門的・治療的関与）は、患者の安全と自立を支える重要な専門業務であり、積極的に活用されるべきものです。
つきましては、以下の点を院内共通の運用原則とします。
1. 理学療法士への業務依頼は、専門業務か否かを明確に判断すること
2. 恒常的な介護・生活援助業務の依頼は行わないこと
3. 例外的対応が必要な場合は、現場判断で恒常化せず、管理者間で協議すること
4. 職種ごとの専門性を尊重し、医療安全と医療の質を確保すること

本通知の趣旨をご理解の上、適正な業務運用にご協力をお願いいたします。

